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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管第１３１０号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１４年８月２３日

　　
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県土整備部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　
　　鳥取県県土整備部公共工事建設副産物活用実施要領における様式について（通知）
　
　　平成１４年６月２５日付管第６７５号で通知したこのことについて、様式－１「再生資源
　利用促進計画書」及び様式－２「再生資源利用計画書」を別添のとおり改めることとしまし
　たので、貴所属職員への周知をお願いします。
　
　・主な変更点
　　様式－１　「再生資源利用促進計画書」
　　①建設廃棄物を、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」
　　　　の対象品目と、その他の品目に分類した。
　　②建設発生土を土質区分別に記載することとした。
　
　　様式－２　「再生資源利用計画書」
　　①建築・解体工事の場合、工事概要を記入できるようにした。
　　②建設資材を、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」の
　　　対象品目と、その他の品目に分類した。
　
　



 
 




